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別 紙

秘密に係る施設の建築工事、設備工事及び通信工事

積算価格算定実施要領

第１ 目的

本要領は、秘密に係る施設の建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６

７号。２８．３．３１）第２第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）のうち、

建築工事、設備工事及び通信工事の積算価格を算定するに当たって必要な事項を定め、

業務の円滑かつ適切な執行を図ることを目的する。

第２ 直接工事費

秘密に係る施設の建設工事を実施する上で必要な直接工事費は、実情勘案の上、歩

掛りを増すことができるものとする。

第３ 共通仮設費

秘密に係る施設の建設工事を実施する上で必要な共通仮設費は、実情勘案の上、別

途加算することができるものとする。

第４ 現場管理費

秘密に係る施設の建設工事を実施する上で必要な現場管理費は、実情勘案の上、別

途加算することができるものとする。


